
別紙 1
現況報告書 (令和4年4月 1日現在 )

1 人基本 II青報

(1)都道府県区分 (2)市町村区分 (3)所轄庁区分
`4)法

人番号 (5)法人区分 r6)活動状況

01北海道 584ユ亡田君「
'同

爺湖町 01000 7430005009763 01-般法人 01運営中

`7Ⅲ

法人の名称 社会福祉法人あぶた福祉会

(8)主たる事務所の住所 北海道 虻田郡洞爺湖町 清水142番地3

(9)主たる事務所の電話番号 0142-76‐ 3298 (10Ⅲ主たる事務所のFAX番号 0142-76-3284 (1lⅢ 従たる事務所の有無12無

(12)従たる事務所の住所

(13)光去人のホーム′ヽ
°一デアト

Sレ
ス http:〃www.abutafukusikai.or.jp/ (14)法人のメ司ワドレス I‐ naka lala.or

(15)法 人の設立認可年月日 昭不日57年 9月9日 (16)法人の設立登記年月日 昭不日57年 10月 1日

2.当 の初日

07 3-61 7

(3-1)評議員の氏名 (3-3)評議員の任期 (3‐4)評議員の所

轄庁からの再就職

状況

(3‐ 5)他の社会福祉法人の評

議員・役員・職員との兼務状況

(3-7)前会計年度における評

議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業

赤川 青目麿 R3.6.21 R7.6
2無 1有 1

喫茶店経営

毛不u 糸内 R3.6.21 R76
2無 2無 0

社会教育委員長

伊藤 賢二 R3.6.21 R7.6
2無 1有 1

無職

綱嶋 勉 R3.6.21 R7.6
2無 2無 1

無職

吉田 聡 R3.6.21 R7.6
2無 1有 1

教育委員

増山 顕佑 R3.6.21 R7.6
2無 2無 0

住職

泰地 ひとみ R3.6.21 R7.6
2無 2無 0

3 国における理事の1犬況

17 1 26 6 3-11 員

(3…6)理事の職業

(3-7)埋手の

所轄庁からの

再就職状況

(3‐ 3)理事長への就任

年月日

(3‐4)理事の

常勤。非常勤

(3-5)理事選任の評議

員会議決年月日(3-2)理事の役職(注 )

と親族等特殊

関係にある者の

計年度におけ

る理事会への

(3‐ 1)理事の氏名

(3‐ 8)埋事の任期 (3-9)理事要(り再分別該当状況 (3-11)理 事報酬等の支給形態



別紙 1
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2無2,F用勤 令 本日3年 6月 21日 無 職1理事長 平成 28年 10月 1日

2無 4いずれも支給なし 5R5.6 1
夏日 興市 R3.621

2無1常勤 令不日3年 6月 21日 清水友愛の里施設長2業務執行理事
2無 3職員給与のみ支給 5R5.6 3施設の管理者

上埜 二郎
R3.6.21

2無1常勤 令不日3年 6月 21日 法人職員3その他理事
2無 3職員給与のみ支給 5R5.6 1

木村 芳秀
R3.6.21

2無2非常勤 令不日3年 6月 21日 住職3その他理事
2無 4いずれも支給なし 4R5.6 2 てし

村上 僚男
R3.6.21

2無2非常勤 令不日3年 6月 21日 教育指導専門員3その他理事

1 2無 4いずれも支給なし 3R5.6
加賀谷 真由美

R3.6.21
2無2非常動 令不日3年 6月 21日 団体職員3その他理事

1 2無 4いずれも支給なし 4R5.6
八反田 稔

R3.6.21

(注 )「 (3‐ 2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第 3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2頂第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4 国におけ

0監事の現員 2 3‐61 2

(3-1)監事の氏名

(3-2)①監事の1哉業 (3-2)② 監事の所轄庁からの再就職イ犬況
(3‐ 3)監事選任の評議

員会議決年月日

(3-4)監事の任期 (3‐ 5)監事要件の区分別該当状況
(3-7)前会計年度におけ

る理事会への出席回数

高橋 昭夫
無 職 2熙 令和 3年 6月 21日

R3.6.21 R5.6 6財務管理に識見を有する者 (その他) 4

八木橋 隆
無職 2無 令和 3年 6月 21日

R3.6.21 R5.6 3社会福祉事業に識見を有する者 (その他) 5

5 ・当会計年度におけ 監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名 )

(1-2)前会計年度

の会計監査人の監

査報酬額 (円 )

(1-3)日 lJ牛反

決算にかかる

定時評議員

会への出席の

有無

(2‐ 1)当会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)

(2-2)当 会計年度

の会計監査人の監

査報酬額 (円 )

6.当該会計年度の初日における職員の状況

1

①常勤専従者の実数 ②常勤兼務者の実数

常勤換算数

0 ③非常勤者の実数

常動換算数

0

r2)施設。事業所職員の人数

⊃常勤専従者の実数 |
34 2つ ( 35②常勤兼務者の実数
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21.49.0

フ

(1)評議員会どとの評議

員会開催年月日

(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・

会計監査人別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項

評議員 理事 監事 会計監査人

令和3年 6月 21日 5 4 1 0 ・令和2年度事業報告について・令和2年度「社会福祉事業区分」決算の承認(Eつして '任期満了に伴う理事及び監事の選任につして

4 0

8.前

(2)理事会ごとの理事・監事

別の出席者数
(1)理事会ごとの理事会

開催年月日

理事 監事

(3)理事会ごとの決議事項

令和3年 6月 3日 6 2
・令和2年度事業報告について ・令和2年度「社会福祉事業区分」決算の承認について ・任期満了に伴う理事及び監事選任候補者の推薦について・令和3年度定時評

議員会の招集について・任期満了に伴う評議員選任候補者の推薦について・任期満了に伴う評議員選任・解任委員会委員の選任IEついて

令和3年 6月 21日 5 1
。理事長の選定について・常務理事 (業務執行理事)の選定について・障がい者給料増額支援助成金贈呈の決定について・令和3年度資金収支補正予算について 。第

2次中長期計画 (案)につして

令和3年 11月 16日 5 2 ・多目的広場整備計画について

・多目的広場整備事業に係る入札について・職員就業規則の一部改正について・職員給与規程の一部改正について 。臨時職員等に関する規貝」の一部改正について 。世

話人業務委託契約の締結における内規の一部改正につしVlo令和4年 2月 24日 5 2
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令和4年3月 25日 6 2
・多目的広場整備工事に係る入札結果1こついて 。令和3年度資金収支補正予算について・令和4年度事業計画について 。令和4年度資金収支当初予算について 。管理

者の選任について

(4)うち開催を省略した回数 0

9

(1)監事監査を実施した監事の氏名 高橋 昭夫

八木橋 隆

(2)監査報告により求められた改善すべき事項 無 し

(3)監査報告により求められた改善すべき

事項に対する対応

無し

る監査を含む10. による監査に

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

1H.前

①-1拠点区

分コード分

類

①-2拠点区

分名称

①-3事業数型コー

ド分類
①-4実施事業名称 ②事業所の名称

③事業所の所在地
④事業所の土

地の保有状況

⑤事業所の建

物の保有状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

③年間(4月～3

月)利用者延べ総

数 (人/年 )

事ヽ業)に計上)

ア 建設賣 (ア)建設年月日 (イ )自己資金額 (円 ) (ウ)補日を金額 (円 ) (工)借入金額 (円 ) (オ)建設費合計額 (円 ) ウ 延べ床面積

イ 大規模修繕
(ア)-1修 繕年月日

(1回 目)

(ア)-2修繕年月日

(2回目〕

(ア)-3修 繕年月日

(3回目)

(ア)-4修 繕年月 日

(4回 目 )

(ア)-5修繕年月日

(5回目)

(イ )修繕費合計額 (円 )

001 法人本部

本部経理区分 社会福祉法人あぶた福祉会

北海道 1亡圧郡洞爺湖町 清水 142番地3 4その他 4その他 昭不日58年4月 1日 0 0

ア建設費 0

イ大芸見4臭修繕

002
清水友愛の

里

01040401 障害者支援施設 (施設入所支援 ) 清水友愛の里

北海道 郡洞爺湖町 清水 142番地3 3自 己所有 3自 己所有 昭和58年4月 1日 50 17,220

ア建設賣 日召不日58年3月 25日 0 2′ 213.170
4/10
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01040402 障害者支援施設 (生活介護) 清水友愛の里

002

さぼ一とス

清水友愛の

里

北海道 虫亡田君F'同 4 3自己所有 3自己所有 日召不日58年4月 1日 50 15,293

ア建設買 0

イ大規模修繕

002
清水友愛の

里

02130107 清水友愛の里短期入所

北海道 虻田郡洞爺湖町 清水142番地3 3自己所有 3自己所有 日召不日58年4月 1日 2 29

ア建設買 0

イ大大見4莫修繕

002
清水友愛の

里

02130501 地域活動支援センター 洞爺湖町地域活動支援センター (受託 )

北海道 虻田君[洞爺湖町 清水 142番地3 3自己所有 3自 己所有 平成 18年 10月 1日 0 0

ア建設買 0

イ大規模修繕

002
清水友愛の

里

06330201 一時支援 清水友愛の里日中一時支援

北海道 虻田郡洞爺湖町 清水 142番地3 3自己所有 3自己所有 平成30年 11月 1日 0 0

ア建設買

イ大規模修繕

003
デイセンター

あすなろ

02130106 デイセンターあすなろ

北海道 虻田郡洞爺湖町 入江44番地 1 3自己所有 3自己所有 平成 15年 9月 1日 15 4′ 189

ア建設買 平成15年8月 28日 0 349.730

イ大文見4真修繕

003
デイセンター

あすなろ

02130113 障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B型 ) デイセンターあすなろ

北海道 虻田君F洞爺湖町 入江44番地 1 3自己所有 3自己所有 平成 15年 9月 1日 15 4,150

0

イ大芸見4莫修繕

004
デイセンター

いちばんばし

02130106 障害福祉サービス事業 (生活介護) デイセンターいちばんぼし

北海道 虻田郡

'同

爺湖町 泉5番地 1 2民間からの質借等 2民間からの賃倍等 平成21年4月 1日 10 2′ 609
0

イ大規模修繕

004
デイセンター

いちIぎんばし

92130113 障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B型 ) デイセンターいちばんばし

北海道 虻田郡洞爺湖町 泉5番地 1 2民間からの賃借等 2民間からの箕借等 平成21年4月 1日 10 2′ 324

ア建設賣 0

イ大央見オ莫修繕

004
デイセンター

いちばんぼし

02130303 計画相談支援 友愛の里相談支援センター

北海道 1亡田君F洞爺湖町 泉5番地 1 2民間からの質借等 2民間からの賃借等 平成24年 6月 1日 0 0

ア建設費 0

イ大声見4興修繕

005
地域サポー

トセンターふ

れんど

02130114 障害福祉サービス事業 (共同生活援助 ) 地域サポートセンターふれんど

北海道 1亡田君B洞爺湖町 清水 142番地3 4その他 4その1也 平成 18年 10月 1日 0 0

ア建設賣 平成 22年 3月 15日 0

イ大規模修繕

006

さぽ一とス

テーションゆ

うあい

02130114 障害福祉サービス事業 (共同生活援]力 ) 地域サポートセンターふれんど

北海道 虻田郡洞爺湖町 高砂町128番地5 4その他 4その他 平成 18年 10月 1日 56 18′958

ア建設費 平成 22年 3月 15日 0 2,217.820

イ大規模修繕

02130107 障害福祉サービス事業 (短期入所 ) 地域サポートセンターふれんど短期入所

北海道 ユ亡田郡洞爺湖町 高砂町128番地5 5/10 3自 己所有 令不日3年4月 1日 2 03
∩nA 手 _、` ′]｀ ´

'′

｀
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うあい
ア建設賣 0

イ大規模修繕

006
さぽ―とス

テーションゆ

うあい

02130303 計画相談支援 友愛の里卒日談支援センター

北海道 虻田郡洞爺湖町 高砂町128番地5 3自己所有 3自己所有 平成24年 6月 1日 0 227

ア建設費 0

イ大規模修繕

006
さぽ―とス

テーションゆ

うあい

02130501 地域活動支援センター

'同

爺

'胡

町地域活動支援センター (蚕垢モ)

北海道 l亡田郡洞爺湖町 高砂町128番地5 3自 己所有 3自己所有 平成18年 10月 1日 0 0

ア建設賣 0

イ大規模修繕

11. におけ 2

①-1拠点区

分コード分

類

①-2拠点区

分名称

①‐3手柔類型コー

ド分類
①‐4実施事業名称 ②事業所の名称

③事業所の所在地
④事業所の土

地の保有4犬況

⑤事業所の建

物の保有状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

②事業所単

位での定員

(3つ年間(4月 ～3

月)禾u用者延べ総

数 (人/年 )

③社会福祉施設等の建設等の状況 (当該拠点区分における主たる事業 (前年度の年間収益が最も夕夕い事業)に計上)

ア 建設賣 (ア)建設年月日 (イ)自己資金額 (円 ) (ウ)補助金額 (円 ) (工)借入金額 (円 ) (オ)建設賣合計額 (円 ) ウ 延転 面積

イ 大規模修繕
(ア)-1修 繕年月日

(1回 日)

(ア)-2修 繕年月日

(2回 目)

(ア)-3修 繕年月日

(3回 日)

(ア)-4修 繕年月日

(4回 目)

(ア)-5修 繕年月日

(5回 目 )

(イ)修繕費合計額 (円 )

11.前会計年度における事業等の概要 ― (3)収益事業

①-1拠点区

分コード分

類

①…2拠点区

分名称

(lD-3事 業類型コー

ド分類
①-4実施事業名称 ②事業所の名称

③事業所の所在地
④事業所の土

地の保有状況

⑤事業所の建

物の保有状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

③年間(4月 ～3

月)利用者延べ総

数 (人/年 )

⑨社会福祉施設等の建設等の状況 (当該拠点区分IEおける主たる事業 (前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)

ア 建設費 (ア)建設年月日 (イ)自己資金額 (円 ) (ウ)補助金額 (円 ) (工)借入金額 (用 ) (オ)建設費合計額 (円 ) ウ 延妹 面積

イ 大規模修繕
(ア)-1修 繕年月日

(1回 目 )

(ア)-2修 繕年月日

(2回 目)

(ア)-3修 繕年月日

(3回 日)

(ア)-4修 繕年月日

(4回 目)

(ア)-5修 繕年月日

(5回 目)

(イ)修繕賣合計額 (用 )

11.前会計年度における事業等の概要 ― (4)備考

6/10
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11-2.地域におけ

①取組類型コード分類

②取組の名称 ③取組の実施場所(区域 )

④取組内容

地域t[おける公益的な取

組③ (地域の関係者との

ネットワークづくり)

ゆうあいフェスティパル 清水友愛の里特設会場

洞爺湖町清水区自治会との合同行事を毎年9月 に実施している。

地域 1こおける公益的な取

組② (地域の要支援者

に対する配食、見守り、移

動等の生活支援 )

見守り支援 清水友愛の里

洞爺湖町より要請を受け、近隣の高齢者宅ノЧ装子伺しWE言方問し、必要な連絡調整を行つている。

地域IEおける公益的な取

組③ (その他 )

環境美化活動 洞爺湖町内

職員と利用者で町内のゴミ拾いを実施している。

地域における公益的な取

組③ (その他)

パン教室 デイセンターあすなろ

地元の小学生を対象にパン作り体験を年 2回 (7月 、1月 )実施している。

地域 1こおける公益的な取

組③ (その他 )

大感謝祭 デイセンターあすなろ

日頃のご登顧への感謝を込めて、パンや花を利益を優先せずに特価で販売している。 (年 1回、6月 に実施)

地域における公益的な取

組③ (その他 )

洞爺湖町健康増進事業の一部受託 さぽ―とステーションゆうあい

町のトレーニング機器を当該施設に移設し、事業スペースの提供と運営の一部を受託 (週4回 )

12.社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1)社会福祉充実残額等の総額 (円 )

(2)社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額 )

①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業)(円 )

②地域公益事業 (円 )

③公益事業 (円 )

④合計額 (①十②+③)(円 )

(3)社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小去見卒真事業)(円 )

②地域公益事業 (円 )

③公益事業 (円 )

0

0

0

0

0

0

0

0
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④合計額 (① +②キ③)(円 )

(4)社会福祉充実計画の実施期間

0

13.透明性の確保に

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

②事業報告

⑦財産目録

◎事業計画書

①第二者評価結果

①苦情処理結果

〇監事監査結果

○附属明細書

(2)前会計年度の報酬・補日力金等の公賣の状況

①事業運営に係る公費 (円 )

②施設・設備に係る公費 (円 )

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円 )

1有
1有
1有
2無
1有
1有
1有

417′699,584
1′ 700,000

216′ 425′ 464

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設。事業所について

施設名

14 プ ノ (こ

(1)会計監査人非設置法人における会計に

①実施者の区分

②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)

③業務内容

④費用 [年額](円 )

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項 令和3年 12月 9日 勧告事項

(1)指定障害者支援施設の-1隻原則について

指定障害者支援施設は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った施設障害

福祉サービスの提供に努めなければならない。

しかしながら、貴施設IEおいては、施設の従業者が 、施設内おいて、利用者に対して、腹部を一度

殴るという人格を無視し、尊厳を著しく傷つける権利侵害行為である虐待 (身体的虐待)が確認された

ついては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立つた施設障害福祉サービス

を提供するよう改善すること。

(2)管理者による管理等について

指定障害者支援施設の管理者は、当該指定障害者支援施設の従業者及び業務の管理その他の管理を

、一元的に行うとともに、当該指定障害者支援施設の従事者に運営に関する基準を遵守させるために必

要な与旨!軍鋪 をイ子うものとされている。

しかしながら、貴施設1こおいては、利用者への虐待が発生した職員は、直ちに報告担当者に報告し、

当該報告担当者は速やかに管理者へ報告するよう法人内で規程を定めているが、当該規程に基づいた報告

を考子わないという管理者による当該施設の管理が適切に行なわれているとlよ言い難い状況にあることが

確認された。 R/10
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②実施した改善内容

ついては、管理者としての責務を改めて認識の上、具体的な再発防止策を検討し、従業者及び業務

の管理その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を連守させるために

必要な子旨揮命令を行うこと。

令和3年 12月 9日 文書事項

事故発生時の対応について

指定障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関して事故が発生した場合は

、道、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ1説共らない。

また、重大事故が発生した場合は、I社会福祉施設等における事故発生時の報告事務取扱要領

平成21年4月 1日施運第6号北海道保健福祉部長通知。以下「取扱要領」という。)に基づき直ちに報

しかしながら、貴施設で1よ、直ちに道に報告すべき事故が発生したにもかか

わらず、発生から6日経過後十辞風告した事例が確認された。

ついては、

から7日 以内に事故発生4犬況報告書を道に提出するよう改善すること。

勧告事項

(1)福祉サービスを利用される知的障がいのある人たちは、長い時間と適切な支援があれば必ず成長すると

し 常に念頭において支援にあたらなけれI詠りません。そして、その時その時の支

援の積み重ねこそが成長への糧となります。しかし「支援者のいう事を聞いてもらう」ということを支

争震と勘違いしてしまい、この人たちの潜在的な力を信頼できず体罰に至つてしまつたと思います。

福祉サービスに係る、人材の質の課題が多く挙眺 れていますが、年々人材確保力Ч鮨い状況

になつてきています。今後も人材の質に重視をしながら、人材確保をしていきます。また、人材不足

による支援員のストレスも増えてきている思います。時々は、支援員の話を聞くようにし、問題解決

やストレス角畢,肖 になるようしてきましたが、問題解,央に至つておりませんでした。◆℃登は、職業′性スト

レス簡易調査票 (令和3年度集団監査資料)を利用し、年2回のメンタルヘルスチェックを行い、

支援員のストレス解消に繋戊 いく。 虐待防止については、「障害者虐待防止の手引き」 (厚生

労働省) 防止のためIE、 虐待防止:発見チックシートを実施し、集計結果を報告し

てきたが、今後も実施していく。職員の専門性の向上を図る為、外部講自Vを依頼し行う内部研

修の実施、外部研修の積極的参加を行い、特に虐待問題や人権侵害に関する研修会いついて

は、参加後、内部研修を行い、虐待に関する意識の向上を図るようにしていく。

(2)私たちの仕事は、知的障がいのある方々が、人間らしい幸せな生活を送ることが出来るように

支えることが、私たちの仕事の基本だと思つております。その為、当法人も社会福祉法人の便命で

ある公共性と透明性を確保し利用者が安全で安心して暮らせる豊かな生活の実現を目指して

来ましたが、結果このような事案が発生しました。 該施設の管理が適切に行わ

れているとは言い難いとの指摘を真摯に受け止めその責任を感じております。重大な事案が発生

した場合は、事故等対応・報告フォロー図を基lE報告をするようにしていましたが、結果、報告の

遅れが生じました。今後は、事故対応・報告フォロー図を支援員が目につくような場所に掲示を

し、すぐ1こ対応できるようにしていく。更に、支援員と運営規程の確認を行う。これまでに支援員

に対する虐待防止への意識の向上、支援員としての専門知識への向上などの取り組みを行つて

来ました。また、不適切な支援力壻 われていないか、現場への巡回も行つて来ましたが、今後も

巡回の回数を増やし1犬況把握に努めます。管理者として支援員に対する意識ムの向上、社会

福祉に対する、専門性への向上が十分に図られていないことが、管理者としての貢務を果たせて

いないと考えます。

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)
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